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馬雲更

(注1〉 「訴舩』とは,次の事件をいう。

1民事控訴(ﾈ）
2民事上告(ツ）
3民事再審翫訟(ﾑ）
4民事第一審(ワ）

5行政第一審(行ケ）

6行政控餌(行.)
7行政再審翫駿(行ソ）

(注3） 『その他｣は次の事件である。

、 ． 1民事上告提起(ネオ）
2民事上告受理申立て(ﾈ受）
3民事特別上告提起〈ﾂﾃ）
4.民事併可抗告申立て(ﾗ許）
5民事特別抗告提起(ﾗｸ）

6人身保護(人ナ） ，

7民事雑(ウ･人ウ） ’

8行政上告提起(行ｻ）
9行政上告受理申立て(行ﾉ）
10行政特別上告提起(行ｼ）
1T行政酔可抗告申立て〈行ハ）
12行政輪別抗告提起(行セ）
13行政雑(行ﾀ） ． ．．

14鯛停：

(注2） 「抗告』とは,次の事件をいう。

1民事抗告(民事,執行,家事〕(ﾗ）

2民事再審抗告(ﾑ）
3行政抗告(行ス）

4行政再審抗告(行ｿ〉

（注4)令和元年の件数は, 10月31日までの実件数を基礎として隼間の件数を算出した推計値である。
その算出方法は,次のとおりである。 ′

’平成31年･令和元年の年間の新受件数(推計蝉） ‘､
（平成31年1月～令和元年10月の新受件数)x(平成30年の年間の新受件数)÷(平成30年1～10月の新受件数）
､2平成31年･令和元年の年間の既済件数(推計値）

（平成31年1月～令和元年10月の既済件数)×(平成30年の年間の既済件数)÷(平成30年1-10月の既済件数）
3令和元年末の未済件数(推吋値）

(平廊0年末の未済件数)＋(平成31年･令和元年の年間の新葵件数(推計胸）
－(平成31年･令和元年の年間の既済件数(推計値)〉

※知財高裁の事件数を除く（以下の各表についても同様である.:)。

※平成31年･令和元年の数値は.速報値である（以下の各表についても同様である｡)。
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第2表訴訟事件(ネ,行.,,行ケ,ツ等)(新受･既済･未済)件数年度別図表

‘ (平成21年から令和元年10月まで）

(注)平成31年･令和元年の件数は,10月S1日までの串件数を基礎として年間の件数を

、算出した推計値である6
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第3表民事控訴事件(ネ)(新受･既済･未済)件数年度別図表

呼成21年から令和元10月まで）

q ◆ ■

(注)平成剛年･令和元年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
: ’算出した推計値である｡
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第4表行政控訴事件(行.)(新受･既済･未済)件数年度別図表・

（平成21年から令和元年10月まで）

1.O月S1日までの事件数を基礎として年間の件数を(注)平成3,1年｡令和元年の件数は，
算出した推計値である。
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第5表民事上告(簡裁第一審)事件(ﾂ)(新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成21年から令和元年10月まで）
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(注）平成31年も令和元年の件数は2 10月釧日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である｡ , ・
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第e表の1 抗告事件(ﾗ,行ｽ等>(新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成21年から令和元年10月まで）
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(注)平成31年画令和元年の件数は,10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である｡
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第6表の2抗告事件くう)(行ス)種別新受件数内訳表

（平成21年から令和元年10月まで）

、
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(注）平成31年匡令和元年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である。
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第ﾌ表特別部担当事件年度別一覧表

令和元年10月31日現在
I
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■ ー 一－ －一一－－

(注1〉第1特別部は， （行ケ)のみ計上: …

(注乏）第2特郡部は, ．(人ナ)のほか,<ﾈｵ), (ﾗｸ>を含む。

(注3）第B特別部は,（行ケ)及び(ワ)を計上

(注4）第4特別部は, （行ケ)のみ計上
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第B表 民事控訴事件〈ネ)の終局区分別内訳

(平成21年から令和元年10月まで）
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(注)〆平成制年｡令和元年の件数は, 10月31日までの率件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である｡:
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第9表の1 民事･行政事件の判決における取消し,上告件数等調べ

(注)1上告提起と上告受理申立ての双方があったものについては, 1件として計上した。

(注)2行政第畠審(行ケ)の件数は,総数から知的財産に関する事件数を控除したものである。
(注)3平成31年｡令和元年の件数は,加月s旧までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である。
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原判決取消件数等推移表第9表の2
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第10表 許可抗告申立事件(新受｡既済･未済)件数調べ
､ ●

（平成芝･I年から令和元年10月まで）

Ｉ

(注）平成31年･令和元年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を

算出した推計値である｡
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第11表の1 民事･行政既済事件の審理期間調べ
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第11表の2既済事件審理期間内訳表
(平成31年1月から令和元年10月まで）
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第12表の1 民事･行政未済事件の審理期間調べ

令和元年10月31日現在
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第12表の2未済事件審理期間内訳表
令和元年10月31日現在
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種類別民事｡行政未済事件の審理期間内訳表第12表のa
d
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第1S表多数冊事件新受件数年度別経過表及び図表(平成21年から令和元年10月馴日まで）
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第14表法廷内における写真撮影回数及び傍聴券交付回数
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1 ．

民事･行政事件(新受既済･未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ第1ら表の1

’

(参考） (平成2.g年）

注）新受,既済,未済事件の総数には,東京高爵

改正前の独禁法等)の第3特別部の事件(符号

専属管轄(平成25年法律第100号による

『ワ』)を含まない｡
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第15表の2民事｡行政事件(新受｡既済･未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

． ： （平成30年）
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